
愛知連絡会では，「保険

でより良い歯科医療」の実

現を求める意見書採択の取

り組みを続けています．

昨年12月議会には，小牧

市，みよし市，東郷町，大

治町，東浦町，幸田町，設

楽町，東栄町，豊根村の各

議会に対して陳情書を提出

しました．

そのうち設楽町議会では

12月18日に採択され，安倍

総理大臣や田村厚労大臣，

麻生財務大臣，衆・参両議

長宛に意見書が提出されま

した．これにより，愛知県

下では，愛知県議会の他に

16の自治体が意見書を採択

し，採択率は29.62％とな

りました．

全国の意見書採択の自治

体数は，1月8日現在で11道

県議会，568市町村議会（3

2.5％）となりました．採

択率が90％を超えているの

は岩手県，宮城県，長野県，

鳥取県の4県，採択率が50

％以上となっているのは15

県です．

【愛知県内で意見が採択さ

れた自治体】

名古屋市，西尾市，北名古

屋市，清須市，知立市，大

府市，愛西市，安城市，蟹

江町，阿久比町，豊山町，

大口町，扶桑町，武豊町，

設楽町，飛島村
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口はヒトが生きる上で、なくてはならない器官。ただ問題は、知識はあっても、多

くの場合、痛い目に遭ってからでないと行動変容は起きない。どんなに正しい話も、
伝わらなければ意味がない。私はいま、九州の仲間たちと手を結び、口に対する市民
の意識を変えるセミナーを開いている。そんなアプローチの仕方を紹介したい。
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「保険で良い歯科医療を」

全国連絡会では，2年ごと

の診療報酬改定に合わせて

「保険で良い歯科医療の実

現を求める請願署名」に取

り組んできました．今年も

「窓口負担割合の引き下げ」

と「保険のきく歯科医療の

範囲の拡大」の2項目の署

名に取り組むため，準備を

すすめています．

請願項目については，

「負担割合は2割や1割など

と具体的にしたほうがよい」

「保険適用を求める治療内

容も具体例をあげたほうが

よい」などの意見も出され

ましたが，患者・国民の視

点で幅広く署名を訴えてい

くため，署名項目の中には

入れないことになりました．

署名期間は，7月に行わ

れる参院選や10月の総決起

集会，来年度予算の決定な

どの時期を考慮し，署名の

準備が整う4月頃から11月

末までとし，前回同様50万

筆を目標に取り組むことを

確認しています．愛知連絡

会も6万筆を目標に取り組

みますので，ぜひご協力を

お願いします．
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愛知連絡会では、11月8

日（木）のイイハデーの午

前10時から午後1時まで，

「歯の何でも電話相談」を

開催しました．

電話相談には，大藪憲治

愛知連絡会会長，江原雅博

副会長をはじめとして，保

険医協会歯科部会の歯科医

師にご協力いただき，合計

5人で相談の対応をしまし

た．

今回もインターネットの

歯科相談サイトにＰＲを行っ

たため，北は北海道から，

南は大阪まで全国から19件

の相談が寄せられました．

相談内容は，自分が受け

ている歯科治療が適切なの

か心配する内容も多くあり，

歯科医療側と患者さんのコ

ミュニケーションが不十分

だと思われる相談も目立ち

ました．

具体的には「転んで奥歯

が折れ，白い被せ物をすす

められたが10万円と聞いて

驚いた」，「虫歯で腫れた

ところを切開してもらった

が腫れがひかない」，「奥

歯の治療を行ったが，被せ

物は銀歯になると言われた．

白い歯は入れられないのか」

などでした．

全国の都道府県で歯科保

健推進条例の制定がすすん

でいます．

最初に県条例が制定され

たのは新潟県（2008年7月）

で，北海道や静岡県・岐阜

県など徐々に広がり，2011

年8月に国の法律として

「歯科口腔保健法」が成立

した以降も，埼玉県や三重

県，福島県などでも制定さ

れ，昨年末の京都府までで

２９道府県となりました．

愛知県では，2月議会で

「あいち歯と口の健康づく

り8020推進条例」（仮称）

の制定に向けて議論が進め

られています．

条例の要綱案では，歯と

口の健康を守るための県の

責務や市町村，歯科医療関

係者，県民などの役割が明

記されています．また，県

の基本的施策として，歯科

検診の促進と歯科保健指導

の充実，乳幼児期から高齢

期までのライフステージに

応じた施策，山間地や離島，

障害者，在宅歯科医療など

の提供体制確保のための施

策などが盛り込まれており，

県は事業推進のための基本

計画を定めることとされて

います．

この条例をもとに財源を

しっかり確保したさまざま

な歯科口腔保健施策が進む

ことが期待されています．

また，名古屋市でも去る

3月11日に「名古屋市 歯と

口腔の健康づくり推進条例

の制定について」の議案が

名古屋市議会に提出されま

した．

デンソー健康保険組合が

1987年から取り組んでいる

集団歯科健診についての記

事が，社会保険旬報12月1

日号に掲載されました．

昨今，各健保の財政悪化

の環境下，歯科健診を中止

する健保組合も増えてきま

したが，デンソー健保組合

では，歯科健診の費用対効

果を検証するため，全数調

査（約7万2千人）を実施し，

歯科健診の効果分析を行い

ました．

その結果，定期的な歯科

健診の受診は，総医療費を

低減し，身体の健康維持

（ＱＯＬの向上）に大きく

寄与することが判明したと

報告しています．

医科

総医療費

医科医療費

（1人あたり）
効果

Ａ社
（健診実施が

遅れている事業所）

△ 3％
△ 5千円

/1人

年間医科医療費が

わずかに減少

Ｂ社
（健診実施が
進んでいる事業所）

△23％
△20千円

/1人

年間医科医療費が

大幅に減少

Ｃ社
（健診は任意）

＋24％
＋17千円

/1人

医療費が

大幅に増加

歯科健診の医科総医療費への影響


